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 小城市告示第42号 

 

小城市都市計画に関する有識者会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市の都市計画に関する諸計画、方針等の策定（見直しを含む。）

にあたり、幅広い視点から意見を求めるため、小城市都市計画に関す

る有識者会議（以下「有識者会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 有識者会議は、次に掲げる事項について委員から意見を聴き、

又は委員との意見交換を行う。 

(１) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定

する用途地域に関する事項 

(２) 都市計画法第18条の２の規定に基づく都市計画に関する基本的

な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）に関する事項 

(３) 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第81条第１項の規

定に基づく立地適正化計画に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

（部会） 

第３条 有識者会議には、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定

める事項について、意見を述べるものとする。 

(１) 用途地域部会 用途地域に関すること 

(２) 都市計画マスタープラン部会 都市計画マスタープランに関す

ること 

(３) 立地適正化計画部会 立地適正化計画に関すること 

（組織） 

第４条 各部会は、別表に掲げる委員数以内で組織する。 
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２ 委員は、次に掲げる者とし、市長が指名する。 

(１) 学識経験者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 各分野における団体の推薦する者 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第５条 各部会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 各部会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が委員のうちから

指名する。 

３ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 有識者会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

ただし、最初の会議は、市長が招集する。 

２ 有識者会議は、委員以外の関係者を会議に出席させ、職務遂行に必

要な意見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 有識者会議は、公開とする。 

（庶務） 

第９条 有識者会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

（小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱の廃止） 

２ 小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱（平成19年

小城市告示第67号）は、廃止する。 

別表（第４条関係） 

部会名 委員数 

用途地域部会 20人以内 

都市計画マスタープラン部会 18人以内 

立地適正化計画部会 20人以内 

 


